
　
　
　
　
農
林
・
漁
業
従
事
者
人
口
の
推
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
　
本
　
　
尚
　
　
文

　
　
　
　
　
　
〔
一
〕
　
序

　
わ
が
国
産
業
は
、
昭
和
二
五
年
以
降
、
と
く
に
三
五
年
以
降
今
日
ま
で
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
変
化
を
み
せ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、

ま
ず
こ
の
変
化
の
底
流
を
、
農
業
が
課
せ
ら
れ
て
き
た
生
産
・
社
会
環
境
条
件
の
中
で
他
産
業
へ
の
就
業
の
機
会
と
え
ら
れ
る
所
得

の
大
き
さ
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
「
農
家
の
人
び
と
の
行
動
」
、
特
に
「
農
業
後
継
者
の
意
識
」
の
な
か
か
ら
汲
み
と
る
試
み
か

ら
な
さ
れ
る
。

　
つ
い
で
こ
の
底
流
を
べ
ｌ
ス
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
農
林
・
漁
業
従
事
者
数
が
一
九
七
五
年
以
降
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
い
か
に
推

移
し
て
ゆ
く
か
を
つ
ぎ
の
２
つ
の
推
計
モ
デ
ル

　
　
　
　
フ
型
推
計
と
Ｍ
型
推
計

に
よ
っ
て
提
示
し
た
い
と
思
う
。

　
こ
こ
で
Ｔ
型
推
計
は
、
農
林
・
漁
業
従
事
者
の
意
識
が
伝
統
的
｛
t
o
d
E
E
}
）
な
場
合
を
、
Ｍ
型
推
計
は
、
彼
等
の
意
識
が
近
代

的
（
M
o
d
e
r
n
）
な
場
合
を
そ
れ
ぞ
れ
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
農
林
・
漁
業
従
事
者
人
口
の
推
計
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第１表　第１次産業比率の減少率

　
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
が
国
農
業
の
こ
れ
か
ら
の
担
い
手
が
肩

型
で
あ
る
こ
と
が
、
真
に
日
本
農
業
近
代
化
に
つ
な
が
る
道

で
あ
る
と
信
ず
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
農
業
政
策
に

よ
る
「
経
営
耕
地
規
模
の
拡
大
」
、
「
農
地
の
基
盤
整
備
」
等

の
生
産
条
件
の
改
善
が
前
提
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
推
計
は
、
お
よ
そ
昭
和
五
〇
年
の
わ
が
国
の
第
１
次

産
業
の
現
状
を
固
定
化
し
て
の
推
計
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
上

述
の
二
つ
の
見
解
の
下
で
の
推
計
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
あ

ら
た
め
て
断
っ
て
お
き
た
い
。

　
　
〔
二
・
〇
〕
日
本
農
業
の
変
化
の
概
要

　
わ
が
国
産
業
構
造
の
変
化
を
「
労
働
力
調
査
結
果
」
に
よ

っ
て
み
る
と
、
第
２
次
産
業
比
率
は
、
昭
和
三
〇
年
代
の
前

半
で
は
四
〇
何
で
あ
っ
た
が
、
以
後
四
九
年
ま
で
二
、
三
年
の
例
外
を
除
い
て
四
二
％
の
水
準
で
推
移
し
て
い
る
。
一
方
第
１
次
産

業
比
率
は
、
第
１
表
が
示
す
よ
う
に
、
一
九
五
元
年
か
ら
七
四
年
の
間
の
年
平
均
減
少
率
は
五
・
四
％
で
あ
る
。
こ
れ
を
イ
ギ
リ
ス

の
場
合
を
例
に
と
っ
て
対
比
し
て
み
ょ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
第
１
次
産
業
比
率
は
、
一
八
〇
〇
年
で
は
三
五
・
九
％
、
一
八
八

〇
年
で
は
一
二
・
六
％
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
聞
の
年
平
均
減
少
率
は
一
・
三
％
で
あ
る
。
わ
が
国
の
場
合
は
、
ま
さ
に
イ
ギ
リ
ス

の
場
合
の
四
倍
に
該
当
す
る
ハ
イ
・
ピ
ッ
チ
で
あ
る
。
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第２表　年次別耕地面積と利用率 　
こ
の
よ
う
に
現
在
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
変
化
の
渦
中
に
あ
る
日
本
農
業
に
も
、
戦
前
、
明
治
の
初
期
か
ら
一
貫
し
て
一
定
値
を
も

つ
基
本
的
数
字
が
三
つ
あ
っ
た
。
耕
地
面
積
六
〇
〇
万
厄
、
農
家
戸
数
五
五
〇
万
戸
、
農
業
人
ロ
一
、
四
〇
〇
万
人
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
の
数
字
は
い
ず
れ
も
、
戦
後
の
混
乱
期
を
く
ぐ
り
ぬ
け
た
昭
和
三
〇
年
以
降
変
化
し
、
と
く
に
三
五
年
以
降
そ
の
傾

向
は
著
し
い
。
そ
の
変
化
の
様
相
を
こ
れ
ら
三
つ
の
視
点
か
ら
一
ベ
つ
し
な
が
ら
、
農
家
の
人
び
と
の
意
識
と
の
関
連
を
み
ょ
う
。

こ
こ
で
つ
ぎ
の
〔
二
・
一
〕
か
ら
〔
二
・
四
〕
ま
で
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
戸
塚
博
允
氏
の
論
文
か
ら
そ
の
多
く
を
引
用
し
た
こ
と

を
付
記
し
て
お
く
。

　
　
三
・
一
〕
耕
地
面
積
の
減
少

　
耕
地
面
積
の
年
次
別
の
減
少
は
、
第
２
表
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

　
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
戦
後
、
食
糧
増
産
と
海
外
か
ら
の
復
員
引
揚
者
の
た
め
に
、

全
国
的
に
未
利
用
地
や
旧
軍
用
地
の
開
拓
等
が
行
わ
れ
、
昭
和
二
五
年
当
時
は
六
二

五
万
ｈ
が
農
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
農
業
的
土
地
利
用
は
急

速
に
減
退
し
、
特
に
そ
の
傾
向
は
四
〇
年
以
降
著
し
く
、
約
二
五
年
間
に
七
〇
万
ｈ

の
減
少
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
顕
著
な
現
象
は
、
つ
ぎ
の
式
で
定
義
さ
れ
る
耕
地
利
用

彰

－43－

が
昭
和
二
五
年
当
時
の
一
五
〇
％
か
ら
漸
次
低
下
し
、
四
八
、
四
九
年
に
は
一
〇
〇



第３表　経営耕地規模別農家戸数（単位:1,000戸）

％
台
に
落
込
ん
だ
こ
と
で
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
耕
地
が
年
一
回
の
耕
作
利
用

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
西
日
本
の
二
毛
作
を
考
慮
に
入
れ
る
と

き
、
耕
作
さ
れ
て
い
な
い
遊
休
の
耕
地
が
か
な
り
存
存
す
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

　
こ
の
現
象
が
生
起
し
た
理
由
と
し
て
、
稲
作
の
休
耕
手
当
に
よ
る
休
耕
田
の

増
加
、
麦
作
が
経
営
的
に
ペ
イ
し
な
い
こ
と
に
よ
る
裏
作
の
大
巾
な
減
少
、
○

・
三
池
未
満
層
の
実
質
上
の
耕
作
放
棄
等
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
　
三
・
二
〕
農
家
戸
数
の
減
少

　
農
家
戸
数
は
都
府
県
に
お
い
て
は
、
過
去
二
五
年
間
で
約
一
〇
〇
万
戸
も
減

少
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
こ
の
場
合
も
三
五
年
以
降
に
お
い
て
激
し
く
最
近
は

年
間
平
均
七
万
戸
が
農
業
か
ら
離
脱
し
て
い
る
。

　
表
に
よ
り
、
経
営
耕
地
規
模
別
に
み
る
と
、
三
五
年
以
降
に
お
い
て
、
二
・

〇
ｈ
未
満
層
は
着
実
に
年
々
減
少
し
、
特
に
一
・
Ｏ
ｈ
未
満
階
層
で
は
そ
れ
が

激
し
い
。
し
か
し
ニ
・
○
～
三
・
〇
ｈ
階
層
で
は
、
四
六
年
ま
で
漸
増
、
そ
れ

以
降
漸
減
し
て
い
る
。
三
・
〇
ｈ
以
上
階
層
で
は
、
若
干
な
が
ら
現
存
ま
で
漸
増
し
て
い
る
が
、
四
九
年
が
ピ
ー
ク
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

　
こ
の
現
象
は
、
経
営
耕
地
規
模
拡
大
の
困
難
が
農
業
の
収
益
性
の
上
昇
を
圧
迫
し
、
投
資
効
率
や
農
業
所
得
率
の
低
下
を
招
き
、
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第４表　全国・都府県・経営耕地規模別農家経済（単位:1,000円）

一
方
家
計
費
、
経
営
費
支
出
の
不
断
の
増

大
は
、
農
業
所
得
に
よ
る
家
計
費
の
充
足

率
を
低
め
、
両
々
相
待
っ
て
農
家
は
農
外

所
得
に
多
く
を
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
傾
向
が
漸
次

上
層
に
波
及
す
る
と
と
も
に
、
下
層
ほ
ど

農
業
経
営
存
続
の
必
要
性
を
あ
ま
り
感
じ

な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
農
家
の
耕

地
は
生
産
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
資
産

と
し
て
保
有
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
も
は

や
実
質
上
農
家
と
は
い
い
難
い
状
態
に
あ

る
。
第
４
表
は
こ
の
間
の
事
情
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

　
〇
・
五
ｈ
未
満
層
で
は
、
農
業
所
得
の

農
家
所
得
に
占
め
る
割
合
は
、
僅
か
に
九

％
で
家
計
費
は
農
外
所
得
で
十
分
賄
え

る
。
そ
し
て
二
・
〇
ｈ
以
上
で
や
っ
と
農
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業
所
得
で
家
計
費
が
ほ
ぼ
賄
え
そ
う
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
農
業
所
得
が
農
外
所
得
を
こ
え
る
の
は
、
一
・
五
ｈ
以
上
の
層
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
は
全
体
の
一
四
％
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
農
家
経
済
活
動
に
つ
い
て
、
農
家
経
済
余
剰
に
よ
っ
て
静
態
的
把
握
を
試

み
る
と
、
〇
・
五
ｈ
未
満
層
の
水
準
は
二
・
〇
ｈ
以
上
層
に
な
っ
て
は
じ
め
て
追
い
抜
か
れ
て
い
る
。
こ
の
事
柄
に
よ
っ
て
も
○
・

五
ｈ
未
満
層
の
生
活
の
裕
福
さ
が
わ
か
る
。
し
か
し
長
期
的
な
視
点
か
ら
は
、
経
営
耕
地
規
模
の
増
大
は
、
純
余
剰
を
み
れ
ば
明
ら

か
な
よ
う
に
、
資
産
の
増
大
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
。

　
　
〔
二
・
三
〕
農
業
就
業
人
口
の
減
少

　
第
５
表
は
農
業
従
事
者
数
の
推
移
で
あ

る
。

　
農
業
従
事
者
は
現
存
ま
で
激
し
い
勢
い
で

減
少
し
て
い
る
。
移
動
要
因
と
し
て
い
く
つ

か
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
㈲
他
産
業
部
門
へ
の

就
職
転
出
、
㈲
他
産
業
就
業
か
ら
の
Ｕ
タ
ー

ン
、
㈲
農
家
子
弟
の
新
規
学
卒
者
の
農
業
就

業
に
よ
る
補
充
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
㈲
に
つ
い
て
は
、
第
６
表
に
よ
れ
ば
、
農

家
世
帯
員
の
他
産
業
就
職
者
は
、
こ
の
五
年

間
に
約
八
○
万
人
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
就

第５表　農業従事者数の推移（単位:1,000人）

第６表　農家世帯員の他産業への就職状況
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第７表　就業前「農業が主」であった者の就職者 職
前
の
就
業
状
態
が
「
農
業
が
主
」
で
あ
る
者
（
基
幹
的
農
業
労
働
力
と
さ
れ
て
い
る
）
の
総
数
に
対
す
る
割
合
は
、
年
を
追
っ
て
増

加
し
、
四
七
年
に
は
三
一
％
に
も
及
ん
で
い
る
。
し
か
も
こ
れ
を
男
女
・
年
令
別
、
男
の
世
帯
上
の

地
位
別
に
み
た
の
が
、
第
７
表
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
男
子
は
五
七
％
で
、
三
五
才
以
上
の
年

令
層
が
六
割
以
上
を
点
め
、
男
子
就
業
者
の
う
ち
大
半
が
世
帯

主
と
あ
と
つ
ぎ
で
あ
る
。

　
㈲
に
つ
い
て
、
農
家
世
帯
員
の
他
産
業
離
職
後
「
農
業
が

主
」
と
な
っ
た
者
は
、
同
じ
く
「
農
家
就
業
動
向
調
査
」
に
よ

れ
ば
、
昭
和
四
三
～
四
七
年
の
各
年
次
そ
れ
ぞ
れ
千
人
単
位
で

八
九
、
八
六
、
八
〇
、
九
六
お
よ
び
一
一
一
千
人
で
近
年
や
や

増
加
の
傾
向
に
あ
る
。

　
㈲
に
つ
い
て
は
、
第
８
表
の
示
す
と
お
り
、
年
々
激
減
し
て

お
り
、
こ
の
こ
と
が
農
業
就
業
人
口
の
減
少
の
み
な
ら
ず
農
業

の
質
的
低
下
を
招
い
て
い
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
農
業
後
継
者
の
意
識
を
把
握
し
、
そ
れ
を
農
業
政
策

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
焦
眉
の
急
で
あ
る
。

　
　
〔
二
・
四
〕
農
業
後
継
者
の
意
識

　
農
業
経
済
理
論
と
農
業
経
営
や
農
業
技
術
を
学
び
、
や
が
て
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第９表　農業に就業する理由農
業
経
営
を
行
う
も
の
が
少
く
な
い
農
業
高
校
三
年
生
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
就
業
志
向
等
に
関
す
る
実
態
調
査
の
結
果
が
示
さ
れ

て
い
る
「
農
業
後
継
者
の
流
出
・
帰
農
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
」
（
昭
和
国
八
年
度
全
国
農
業
会
議
所
、
一
九
七
四
・
三
）
か
ら
、
そ
の

一
部
を
掲
載
し
た
の
が
つ
ぎ
の
３
表
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
第
９
、
1
0
表
は
、
農
業
就
業
志
向
者
に
対
す
る
調
査
結
果
で
あ
り
、
第
1
1

表
は
、
全
数
に
対
し
て
農
業
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
調
査
し
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
興
味
あ
る
結
果
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
農
業
に
就
業
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
農
業
経
営
を
行
お
う
と
す
る
も
の
が
、
①
と
②
の
合
計
で
五
〇
％
と
最
も
高

い
割
合
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
農
業
就
業
志
向
者
が
、
農
業
経
営
を
行
う
場
合
に
、
生
産
手
段
と
し
て
の
農
地
の
規
模
拡
大
や
経

営
技
術
の
研
修
等
が
強
く
要
請
さ
れ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
農
振
法
の
農
用
地
利
用
増
進
事
業
が
そ
れ
に
代
わ
る
も
の

と
し
て
請
負
耕
作
に
目
を
向
け
、
農
地
法
と
調
和
さ
せ
な
が
ら
一
時
賃
貸
借
を
合
法
化
す
る
試
み
に
期
待
し
た
い
。

　
最
後
に
、
農
業
高
校
生
が
農
業
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
み
る
と
、
農
業
就
業
志
向
者
㈲
の
場
合
に
は
、
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第10表　農業経営を行う場合に

　　　　必要とするもの



第11表　農業についての考え方 農
業
に
対
し
て
積
極
的
肯
定
的
な
考
え
を
も
つ
者
（
①
と
②
）
が
七
八
％
、
否
定
的
な
も
の
（
③
と
④
）
が
一
九
％
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
グ
ル
ー
プ
Ｂ
で
も
、
肯
定
的
な
も
の
五
八
％
、
否
定
的
な
も
の
が
三
九
％
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
農
業
経
営
を
め
ぐ
る

条
件
が
整
え
ば
、
農
家
子
弟
の
新
規
学
卒
者
の
五
〇
％
以
上
が
農
業
就

業
を
志
向
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
根
拠
の
な
い

こ
と
で
は
な
い
。

　
　
〔
三
・
〇
〕
農
林
・
漁
業
従
事
者
人
口
の
将
来
推
計
モ
デ
ル

　
わ
れ
わ
れ
は
、
第
２
節
に
お
い
て
、
日
本
農
業
の
実
態
、
農
家
の
行

動
原
理
と
新
規
農
業
就
業
志
向
者
の
意
識
を
ト
レ
ー
ス
し
て
き
た
。

　
標
記
の
推
計
モ
デ
ル
は
、
そ
の
推
計
方
法
が
上
記
の
情
報
に
よ
っ

て
、
さ
ら
に
推
計
の
計
算
過
程
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
統
計
資
料
に
よ

っ
て
も
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
モ
デ
ル
の
性
格
は
最
終
的
に

は
、
そ
の
推
計
方
法
に
集
約
さ
れ
る
と
い
え
る
。

　
し
た
が
っ
て
ま
ず
推
計
に
用
い
ら
る
計
算
指
標

　
　
　
男
女
・
年
令
別
職
業
・
在
職
率

　
　
　
男
女
・
年
令
別
就
業
率

　
　
　
男
女
・
年
令
別
職
業
・
就
業
率

に
つ
い
て
、
そ
の
定
義
と
算
定
方
法
に
つ
い
て
略
述
し
よ
う
。
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〔
三
・
こ
男
女
・
年
令
別
職
業
・
存
職
率

　
定
義
　
特
定
職
業
に
関
す
る
男
女
・
年
令
別
在
職
率
と
は
、
時
点
ｔ
に
お
い
て
年
令
階
級
｛
５
ｎ
｡
　
５
（
ｎ
+
１
）
｝
　
（
ｗ
=
３
｡
ぐ
：
こ
ご

　
（
た
だ
し
旨
＝
に
の
と
き
｛
呂
洽
｝
の
就
業
者
数
几
が
、
時
点
（
ヽ
十
ぃ
）
に
お
い
て
は
、
年
令
階
級
｛
５
（
ｎ
十
｛
ご
弐
ｓ
十
に
｝
｝

（
ｓ
＝
會
：
ｊ
に
）
（
た
だ
し
ｚ
‥
‥
‥
↑
３
の
と
き
｛
呂
に
｝
）
　
の
就
業
者
数
ぼ
に
変
化
し
た
と
す
る
と
き
、
つ
ぎ
の
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
£

　
こ
こ
に
ｉ

=
　
ｌ
は
男
子
、
ｙ
‥
に
は
女
子
を
表
わ
す
。

に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。

　
基
礎
資
料
ｌ
昭
和
三
〇
～
四
五
年
ま
で
の
国
勢
調
査
に
よ
る
、
農
林
業
、
漁
業
別
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｍ

　
　
男
女
、
五
才
階
級
別
就
業
者
数

　
算
定
方
法
ｌ
い
ま
例
え
ば
、
農
林
業
就
業
者
の
男
の
集
団
に
つ
い
て
、
昭
和
三
〇
年
に
年
令
階
級
｛
５
ｎ
｡
　
５
｛
ｎ
十
ご
｝
の
も
の
は

五
年
後
の
三
五
年
に
は
、
そ
の
五
年
聞
に
一
部
、
死
亡
、
離
職
に
よ
り
脱
退
、
就
職
に
よ
る
参
入
を
う
け
た
結
果
と
し
て
昭
和
三
五

年
の
年
令
階
級
｛
５
｛
ｗ
十
｝
ご
ぃ
盲
十
に
）
｝
の
就
業
者
と
し
て
統
計
表
に
表
章
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
つ
ぎ
に
図
式
で
表

　
図
式
に
お
け
る
か
≒
ヽ
）
も
し
く
は
た
辻
）
の
計
算
値
と
補
外
値
を
記
号
を
つ
け
て
表
す
る
と
き
、
そ
れ
ら
は
っ
ぎ
の
重
み
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

列
を
施
こ
し
て
算
定
す
る
。
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　　　農林業従事者（男）

国勢調査年次別年令区分別人口
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第12表の１　職業・在職率瓦(z)

－52一



漁業従事者
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た
だ
し
、
た
≒
こ
に
つ
い
て
も
全
く
同
じ
重
み
行
列
を
施
こ
す
。

　
つ
ぎ
に
こ
れ
ら
U
M
）
も
し
く
は
ト
ｒ
（
こ
　
を
用
い
て
例
え
ば
昭
和
四
〇
年
の
か
’
（
ら
０
）
に
施
こ
す
べ
き
在
職
率
ン
気
色
）

は
次
式

に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
。

　
そ
の
計
算
結
果
が
、
第
1
2
表
の
Ｉ
に
、
掲
げ
て
あ
る
。
こ
の
算
定
方
式
を
検
討
す
る
と
、
統
計
資
料
の
制
約
上
五
〇
年
、
五
五
年

に
た
い
す
る
〈
£
は
補
外
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
偏
り
を
う
け
や
す
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
　
そ
こ
で

き
（
台
）
と
浙
（
台
）
の
和
半
を
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
在
職
率
と
し
た
。
つ
ぎ
の
表
が
農
林
業
、
漁
業
別
の
男
女
、
年
令
階
級
別
の

存
職
率
で
あ
る
。

第12表の２　従事者の在職率
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第13表の１　男女・年令別就業率
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第13表の２　男女・年令別就業率と推定係数
　
第
1
3
表
は
、
国
勢
調
査
結
果
か
ら
求
め
た
男
女
・
年
令
別
就
業
率
で
あ
る
。
最
近
年
次
は
、
昭
和
四
五
年
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ

は
、
推
計
値
で
も
よ
い
か
ら
昭
和
四
九
年
の
数
値
が
ほ
し
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
労
働
力
調
査
報
告
の
昭
和
四
五
、
四
九
年
年
報
か

ら
、
昭
和
四
五
、
四
九
年
の
男
女
年
令
別
就
業
率
を
求
め
、
そ
の
比
を
、
国
勢
調
査
結
果
に
よ
っ
て
算
定
し
た
第
1
3
表
１
１
の
昭
和

四
五
年
の
就
業
率
に
乗
じ
て
、
第
Ｂ
表
１
１
の
昭
和
四
九
年
の
就
業
率
は
推
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
推
定
値
で
あ
る
。

　
　
〔
三
・
三
〕
男
女
・
年
令
別
職
業
・
就
業
率

　
定
義
　
特
定
職
業
に
関
す
る
男
女
・
年
令
別
職
業
・
就
業
率
と
は
、
男
女
別
に
、
あ
る
年
令
階
級
の
就
業
人
口
の
な
か
で
そ
の
職

業
に
就
業
し
て
い
る
人
口
の
割
合
を
い
う
。
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第14表の１　男女・年令別職業就業率
　
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、
就
業
の
意
志
を
も
つ
者
ま
た
は
す
で
に
あ
る
職
業
に
就
業
し
て
い
る
も
の
で
も
、
幾
多
の
職
業
の
な
か

か
ら
選
択
し
て
就
業
す
る
割
合
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
選
択
の
自
由
を
も
つ
年
令
層
は
、
農
林
業
、
漁
業
、
男
、

女
を
問
わ
ず
在
職
率
が
年
令
層
が
三
五
圭
二
九
才
層
の
と
こ
ろ
で
反
転
し
て
い
る
事
柄
に
注
目
す
る
と
き
、
一
五
～
三
四
才
、
高
高
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第14表の２　農林・漁業の職業就業率

一
五
～
三
九
才
で
あ
る
と
み
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

一
五
ぐ
三
四
才
も
し
く
は
一
五
～
三
九
才
層
の
就
業
者
は
、
そ

の
間
す
で
に
あ
る
職
業
に
就
業
し
て
い
る
も
の
も
含
め
て
、
つ

ぎ
の
時
期
に
引
続
き
同
じ
職
業
に
留
ま
る
と
し
て
も
、
考
え
方

と
し
て
は
、
機
会
ご
と
に
職
業
を
選
択
し
て
就
業
し
て
い
る
と

み
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
職
業
就
業
率
が
小
さ
け
れ
ば
小

さ
い
程
逆
に
そ
の
職
業
に
対
す
る
意
識
は
高
い
も
の
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

　
さ
て
国
勢
調
査
結
果
に
よ
っ
て
農
林
業
、
漁
業
別
に
さ
ら
に

男
女
別
に
、
年
令
層
一
五
？
三
九
才
に
つ
い
て
五
才
階
級
別
に

職
業
・
就
業
率
を
計
算
し
た
結
果
が
、
第
1
4
表
の
１
で
あ
る
。

　
表
を
一
見
し
て
年
次
が
進
む
に
つ
れ
て
各
年
令
階
級
と
も
そ

の
率
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
最
近
年
次
に
お
け

る
動
き
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
近
年
次
の
動
き
を
み

る
た
め
に
、
労
働
力
調
査
報
告
を
援
用
し
た
。
し
か
し
こ
の
調

査
報
告
の
職
業
、
年
令
階
級
別
就
業
者
数
に
つ
い
て
の
統
計
表
で
は
残
念
な
が
ら
農
林
業
、
漁
業
が
一
括
さ
れ
て
農
林
・
漁
業
と
し

て
表
章
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
や
む
を
え
ず
、
農
林
・
漁
業
の
職
業
就
業
率
を
昭
和
四
三
年
か
ら
同
四
九
年
ま
で
男
女
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第15表　昭和49年の推定職業就業率 ・
年
令
階
級
別
に
計
算
し
た
。
第
1
4
表
の
２
に
は
、
昭
和
四
五
～
四
九
年
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
男
女
と
も
に
ど
の
年
令
階
級
と
も
昭
和
四
九
年
の
水
準
で
概
ね
職
業
・
就
業
率
が
落
着
く
で
あ
ろ
う
と
み
な
し

て
も
そ
う
無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
第
1
4
表
の
１
に
お
け
る
四
五
年
の
職
業
・
就
業
率
を
、
対
応
す
る
第
1
4
表
の
２
の
昭
和
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四
五
年
と
四
九
年
の
率
を
用
い
て
換
算
し
、
国
勢
調
査
に
よ
る
昭
和
四
九
年
の
職
業
・
就
業
率
を
推
計
し
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
の

職
業
・
就
業
率
は
沖
縄
県
が
除
か
れ
て
い
る
の
で
、
換
算
さ
れ
た
推
計
職
業
・
就
業
率
を
沖
縄
県
を
含
め
た
も
の
に
換
算
し
て
最
終

的
に
昭
和
四
九
年
に
対
す
る
男
女
年
令
階
級
別
職
業
・
就
業
率
を
え
た
。
第
1
5
表
に
は
昭
和
四
九
年
の
推
定
職
業
・
就
業
率
と
そ
の

換
算
率
が
示
さ
れ
て
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
推
計
計
算
に
用
い
ら
れ
る
計
算
指
標
は
す
べ
て
用
意
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
計
算
指
標
は
す
べ

て
国
勢
調
査
資
料
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
よ
う
。

　
　
〔
四
・
〇
〕
推
計
モ
デ
ル
の
枠
組
み
と
性
格

　
本
推
計
人
口
は
、
基
底
に
あ
る
人
口
が
す
べ
て
国
勢
調
査
人
口
で
あ
る
の
で
各
年
次
の
国
勢
調
査
概
念
の
人
口
の
推
計
人
口
で
あ

る
。

　
田
　
本
推
計
の
基
準
人
口
は
二
つ
あ
る
。

　
　
㈲
　
財
団
法
人
人
口
問
題
研
究
会
の
「
日
本
の
将
来
推
計
人
口
」
の
昭
和
五
〇
年
以
後
昭
和
百
年
ま
で
の
五
年
お
き
の
男
女
、

　
　
　
五
才
階
級
別
人
口

　
　
㈲
　
昭
和
四
五
年
一
〇
月
一
日
国
勢
調
査
に
よ
る
職
業
（
中
分
類
）
、
男
女
、
五
才
階
級
別
一
五
才
以
上
就
業
者
の
統
計
に
お
け

　
　
　
る
農
林
業
従
事
者
人
口
お
よ
び
漁
業
従
事
者
人
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
「
Ｊ

　
以
上
の
基
準
人
口
を
以
後
基
準
人
口
Ａ
、
Ｂ
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
Ｌ
Ｆ
］

　
悶
　
計
算
指
標

　
　
「
Ｊ

　
　
Ｃ
。
男
女
・
年
令
（
五
才
階
級
）
別
就
業
率

　
　
Ｅ
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「
Ｊ

　
　
Ｇ
　
男
女
・
年
令
（
五
才
階
級
）
別
職
業
・
就
業
率

　
　
皿

　
　
Ｇ
　
男
女
・
年
令
（
五
才
階
級
）
別
職
業
・
在
職
率

　
以
上
の
計
算
指
標
の
う
ち
Ｇ
、
Ｇ
に
つ
い
て
は
、
勿
論
農
林
業
従
事
者
お
よ
び
漁
業
従
事
者
に
関
す
る
Ｇ
、
Ｇ
を
用
い
る
が
、
以

後
明
ら
か
な
と
き
に
は
、
単
に
計
算
指
標
Ｇ
、
Ｇ
、
Ｇ
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｅ
　
ｒ
Ｌ
ｒ
Ｌ

　
問
　
推
計
期
間

　
　
昭
和
五
〇
年
か
ら
同
百
年
ま
で
の
五
〇
年
間

　
団
　
推
計
期
日

　
　
昭
和
五
〇
年
を
含
め
て
同
百
年
ま
で
の
五
年
ご
と
の
一
〇
月
一
日
現
在
（
国
勢
調
査
資
料
に
よ
っ
て
い
る
た
め
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
Ｊ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
Ｊ

　
問
　
そ
れ
ぞ
れ
の
推
計
人
口
は
、
基
準
人
口
Ａ
は
沖
縄
を
含
め
て
い
る
が
、
召
は
沖
縄
を
含
ま
な
い
た
め
、
性
格
が
不
分
明
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Γ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｌ

　
　
る
が
、
こ
の
点
は
修
正
が
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
推
計
方
法
に
重
点
を
お
い
て
い
る
の
で
一
応
沖
縄
を
含
む
も

　
　
の
と
考
え
る
。

　
　
〔
四
・
一
〕
推
計
人
口
の
種
類

　
序
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
推
計
の
種
類
は
、
つ
ぎ
の
〔
四
・
二
〕
推
計
方
法
で
説
明
す
る
二
種
類
の
計
算
方
法
に
よ
っ
て
、

つ
ぎ
の
二
種
類

　
　
　
　
Ｔ
型
推
計
人
口
と
訂
型
推
計
人
口

で
あ
る
。

　
　
〔
四
・
二
〕
推
計
方
法
（
算
定
方
法
）
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推
計
方
法
の
原
則
は
、
農
林
業
、
漁
業
従
事
者
別
に
、
さ
ら
に
男
女
別
の
五
才
階
級
別
（
六
五
才
以
上
一
括
）
人
口
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
計
算
指
標
を
適
用
す
る
と
い
う
計
算
手
続
き
を
と
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
「
Ｊ

　
ま
た
計
算
指
標
Ｇ
は
、
い
ず
れ
も
昭
和
四
九
年
現
在
の
状
態
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
配
慮
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
推
計
人
口

は
、
そ
の
限
り
で
昭
和
五
〇
年
一
月
の
条
件
を
固
定
し
て
推
計
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
つ
ぎ
に
、
推
計
計
算
も
段
階
を
お
っ
て
説
明
し
よ
う
。

　
田
　
ま
ず
本
推
計
人
口
の
起
点
と
な
る
昭
和
五
〇
年
の
推
計
人
口
の
算
定
は
、
基
準
人
口
別
の
三
〇
才
以
上
人
口
に
五
才
階
級
ご

と
「
六
〇
才
以
上
は
一
括
、
以
下
同
じ
）
に
計
算
指
標
Ｇ
を
適
用
し
て
昭
和
五
〇
年
人
口
の
三
五
才
以
上
人
口
を
算
定
す
る
。
つ
ぎ
に
昭

和
五
〇
年
の
基
準
人
口
Ａ
の
一
五
～
三
四
才
人
口
に
五
才
階
級
ご
と
に
、
計
算
指
標
Ｇ
を
適
用
し
て
、
そ
の
年
次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
階

級
の
就
業
人
口
を
作
成
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
Ｇ
を
適
用
し
て
、
農
林
業
、
漁
業
の
従
事
者
を
算
定
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｅ

　
以
上
の
計
算
手
続
き
に
よ
っ
て
、
昭
和
五
〇
年
の
推
計
人
口
が
算
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
②
　
昭
和
五
〇
年
の
各
従
事
者
別
男
女
、
年
令
五
才
階
級
（
六
五
才
以
上
は
一
括
、
以
下
同
じ
）
人
口
が
本
推
計
の
起
点
の
推
計
人

口
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
こ
の
起
点
推
計
人
口
か
ら
昭
和
五
五
年
の
推
計
人
口
を
推
計
す
る
際
に
、
こ
こ
か
ら
つ
ぎ
の
二
種
類
の
推
計
方
法
㈲
、
㈲

に
わ
か
れ
る
。
そ
し
て
㈲
の
場
合
が
Ｔ
型
推
計
人
口
に
、
㈲
の
場
合
が
訂
型
推
計
人
口
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
Ｊ

　
㈲
　
昭
和
五
五
年
の
推
計
人
口
の
一
五
～
三
九
才
を
推
定
す
る
た
め
、
基
準
人
口
Ａ
の
五
五
年
の
人
口
の
一
五
～
三
九
才
人
口
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Γ
」

最
初
五
才
階
級
別
に
計
算
指
標
Ｃ
を
適
用
し
て
各
階
級
の
全
就
業
人
口
を
推
計
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
就
業
人
口
に
計
算
指
標
Ｃ
を
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｅ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｅ

用
し
て
、
五
五
年
の
各
従
事
者
人
口
の
一
五
～
三
九
才
の
グ
ル
ー
ブ
の
五
才
階
級
別
推
計
人
口
を
算
定
す
る
。
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第16表　全就業者人口に対する農林・漁業従事者人口等の割合
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「
Ｊ

　
一
方
五
〇
年
の
推
計
人
口
の
三
五
才
以
上
人
口
に
五
才
階
級
別
に
計
算
指
標
Ｇ
を
適
用
し
て
五
五
年
の
四
〇
才
以
上
人
口
を
推
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｅ

し
、
前
者
の
推
計
人
口
と
ド
ッ
キ
ン
グ
し
て
五
五
年
の
推
計
人
口
を
算
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
㈲
の
場
合
に
は
、
求
め
る
べ
き
推
計
人
口
を
一
五
～
三
九
才
と
四
〇
才
以
上
と
い
う
よ
う
に
四
〇
才
の
線
で
分
け
て
推
計
し

た
が
、
今
回
は
三
五
才
の
線
で
二
分
す
る
点
が
ち
が
う
だ
け
で
、
他
は
全
く
同
じ
計
算
手
続
き
を
行
う
の
で
あ
る
。
え
ら
れ
た
推
計

人
口
は
末
尾
に
結
果
表
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
る
。

　
　
〔
五
〕
本
推
計
人
口
に
つ
い
て
の
簡
単
な
分
析

　
１
、
全
就
業
者
に
対
す
る
各
従
事
者
人
口
の
割
合

　
第
1
6
表
を
み
る
と
、
昭
和
五
〇
年
に
は
、
農
林
業
、
漁
業
従
事
者
の
全
就
業
者
に
対
す
る
割
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
四
・
五
％
、
○

・
七
八
％
、
計
す
な
わ
ち
第
一
次
産
業
従
事
者
が
全
就
業
者
し
め
る
割
合
が
一
五
・
三
％
で
あ
る
が
、
Ｔ
・
型
推
計
で
は
、
第
一
次
産

業
従
事
者
の
占
め
る
割
合
が
昭
和
七
五
年
に
は
、
八
・
二
％
（
農
林
業
七
・
六
％
、
漁
業
〇
・
六
％
）
、
同
一
〇
〇
年
に
は
、
七
・
四
％

（
農
林
業
六
・
九
％
、
漁
業
〇
・
五
％
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
割
合
は
、
昭
和
五
〇
年
に
対
比
し
て
第
１
次
産
業
、
農
林
業
は
と

も
半
減
以
上
で
あ
る
が
、
漁
業
は
三
五
％
の
減
少
に
留
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
訂
型
推
計
で
は
、
第
１
産
業
従
事
者
の
割
合
は
、

昭
和
七
五
年
に
は
六
・
三
％
（
農
林
業
五
・
八
％
、
漁
業
〇
・
五
％
）
、
同
一
〇
〇
年
に
は
四
・
九
％
（
農
林
業
四
・
五
％
、
漁
業
〇
・
四

％
）
で
、
昭
和
五
〇
年
に
対
比
し
て
第
１
次
産
業
従
事
者
の
し
め
る
割
合
は
三
二
％
（
農
林
業
三
一
％
、
漁
業
五
〇
％
）
で
約
死
に
該

当
す
る
。

　
２
、
従
事
者
人
口
の
老
令
化
に
つ
い
て

　
い
ま
昭
五
〇
、
七
五
お
よ
び
一
〇
〇
年
に
つ
い
て
農
林
業
、
漁
業
、
第
１
次
産
業
別
に
、
男
女
、
年
令
階
級
別
に
そ
れ
ぞ
れ
の
年
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第17表　男女年令階級別・全就業人口に対する割合　恍） 令
階
級
の
全
就
業
者
人
口
に
対
す
る
対
応
す
る
従
事
者
人
口
の
割
合
を
示
す
と
、
つ
ぎ
の
第
1
7
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
表
に
よ

ぅ
て
わ
が
国
の
農
林
・
漁
業
従
事
者
人
口
老
令
化
の
推
移
を
み
て
み
よ
う
。

　
こ
れ
ら
の
率
を
年
令
階
級
別
み
る
と
、
例
え
ば
、
農
林
業
従
事
者
の
男
に
つ
い
て
、
昭
和
五
〇
年
に
お
い
て
は
五
五
？
六
四
才
、

－65－



（3）第１次産業従事者

六
五
才
－
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
二
一
・
四
八
％
、
三
七
・
七
四
％
で
あ
っ
た
の
が
、
昭
和
一
〇
〇
年
に
は
Ｔ
型
推
計
で
も
四
・
三
八

％
、
四
・
〇
五
％
、
特
に
訂
型
推
計
で
は
二
・
三
六
％
、
二
・
五
四
％
と
著
し
く
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
昭
和
五
〇
年
当
時
の

老
令
人
口
が
解
消
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
現
段
階
に
お
け
る
人
口
老
令
化
現
象
は
、
農
林
・
漁
業
が
近
代
化
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第18表　第１次産業従事者の割合

　　　(United Kingdom) (1971年）

へ
脱
皮
す
る
た
め
に
避
け
ら
れ
な
い
必
要
悪
で
あ
る
と
い
う
考
え
の
正
し
い
こ
と

が
実
証
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
参
考
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
を
第
1
8
表
に
掲

げ
て
お
こ
う
。
し
か
し
日
本
農
林
・
漁
業
が
こ
の
よ
う
な
近
代
化
へ
の
歩
み
を
と

る
た
め
に
は
、
後
継
者
が
農
業
経
営
を
行
う
場
合
に
必
要
と
す
る
条
件
に
マ
ッ
チ

し
た
よ
う
に
農
業
の
基
盤
整
備
を
す
る
こ
と
が
必
須
条
件
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

　
３
、
老
令
者
の
Ｕ
タ
ー
ン
を
農
業
が
受
入
れ
る
場
合
に
は
、
Ｍ
型
推
計
人
口
に

　
　
　
い
く
ら
加
算
す
べ
き
か

　
た
と
え
ば
、
昭
和
一
〇
〇
年
を
例
に
と
る
と
、
五
五
才
を
期
し
て
老
令
者
が
農
林
・
漁
業
従
事
者
に
復
帰
す
ぞ
も
の
と
仮
定
し
よ

　
農
林
業
従
事
者
人
口
に
つ
い
て
は
、
Ｔ
型
推
計
人
口
の
五
五
才
以
上
人
口
か
ら
、
訂
型
推
計
人
口
の
五
五
才
人
口
の
差
に
相
当
す

る
人
口
が
加
算
さ
れ
る
も
の
と
考
え
れ
ば
よ
い
。

　
し
た
が
っ
て
千
人
単
位
で

が
ふ
え
る
形
に
な
る
。
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、
同
様
に
漁
業
従
事
者
人
口
に
つ
い
て
も

が
ふ
え
る
形
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
　
上
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　　　　　一結果表-

　　　　　　男女年令階級別

全就業者？農林・漁業従事者数の将来推計

　　　　　　(1975～2020)



（1）推　計　数（単位:1,000人）

　　　　1975年

－70－



1980年

－71－



‘1985年

－72－



1990年

－73－



1995年

－74一



2000年

－75－



2005年

― 76 ―



'2010年

― 77 ―



2015年

一78－



2020年

－79－



､2025年

－80－



（2）男女年令階級別割合　（単位％）

　　　　　1975年

－81－



1980年

－82－



1985年

－83－



1990年

－84－



1995年

－85－



2000年

－86－



2005年

－87－



2010年

－88－



2015年

－89－



2020年

－90－



2025年
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